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紹
介
及
批
評

ヨ
　
ゼ
　
フ
●
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ

「
猫
逸
法
に
於
け

る
享
釜
謹
券
L

寺

澤

正

雄

　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
株
式
虹
び
に
肚
債
の
中
間
形
態
と
し
て
の
享
釜
設
券
（
O
魯
鐸
。
・
。
。
。
。
o
げ
。
宮
）
1
會
社
利
王
春
清
算
後
の
財
産
關
與
請
求
構
を
誰
券
化

し
た
制
度
i
は
株
式
及
肚
債
の
何
れ
が
持
ち
得
な
い
特
色
を
備
え
て
み
る
q
り
。
罵
れ
は
全
く
落
種
生
活
の
進
化
に
依
り
實
際
的
需

要
が
齎
し
た
一
面
造
物
に
外
な
ら
な
い
。
然
か
も
民
法
商
法
其
他
何
れ
の
私
法
規
定
に
於
て
も
認
め
ら
れ
て
み
な
い
法
的
に
無
色
な

特
…
徴
（
臼
9
蓉
宮
ず
h
9
。
触
醒
。
。
。
ゆ
客
。
時
茸
陰
・
♂
）
を
有
す
る
制
度
で
あ
る
（
ω
・
9
）
。

　
我
國
に
乾
て
は
其
れ
に
就
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
少
な
い
。
元
來
享
釜
詮
券
．
は
肚
債
に
就
て
規
定
を
簸
く
善
神
に
於
て
、
イ
ン
フ

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
●
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
獅
白
総
に
於
け
る
三
二
謹
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巷
第
一
毅
　
ニ
二
七
）
　
　
一



　
　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
綱
逸
法
に
於
け
る
享
釜
誰
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巷
第
一
號
　
ニ
ニ
八
）
　
　
ニ

ラ
チ
オ
ン
時
代
に
最
も
多
く
探
用
せ
ら
れ
、
當
時
は
塊
太
利
、
旬
牙
利
、
露
西
亜
、
伊
太
利
、
に
も
實
施
せ
ら
れ
た
制
度
で
は
あ
る

が
、
其
の
経
濟
的
便
宜
よ
り
し
て
今
日
敵
洲
各
國
に
於
て
も
少
な
か
ら
ず
利
用
せ
ら
れ
て
る
る
。
例
へ
ば
「
リ
1
ヒ
テ
ン
シ
ユ
タ
イ

ン
」
（
同
ぺ
凶
O
O
一
μ
け
O
”
ロ
o
a
O
一
口
）
は
之
が
成
丈
法
を
有
し
、
佛
蘭
西
、
瑞
西
、
伊
太
利
、
懊
太
利
、
波
蘭
、
選
取
利
は
各
々
其
の
會
肚
法
草
案

に
於
て
之
が
規
定
を
設
け
て
み
る
②
。
豆
桜
に
於
て
は
、
過
般
大
統
領
の
緊
急
命
令
に
依
り
て
な
さ
れ
た
會
肚
．
法
の
改
正
に
於
て
も
、

之
に
就
て
の
】
般
的
規
定
は
設
け
ら
れ
す
、
唯
、
螢
業
報
告
書
の
内
容
と
し
て
、
　
『
當
該
年
度
の
経
過
中
に
焚
即
せ
ら
れ
た
る
享
盆

誰
券
』
が
示
さ
る
可
き
事
が
規
定
せ
ら
れ
た
る
に
止
ま
る
事
は
、
後
述
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

　
本
書
は
伯
林
大
嘗
教
授
韓
げ
母
2
器
。
。
げ
9
。
ニ
ヨ
に
依
り
て
主
宰
せ
ら
る
、
O
③
。
。
Φ
房
。
ゲ
9
。
四
則
。
・
憎
8
ゲ
臣
。
ゲ
・
》
ぴ
冨
旨
巳
§
σ
Q
窪
の
国
・
沖

－
H
⑦
と
し
て
蟹
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
、
享
六
畜
券
に
就
て
は
最
も
代
表
的
な
も
の
と
せ
ら
れ
て
る
る
③
。
本
書
の
内
容
は
之
を
三

部
に
大
別
す
る
事
を
得
る
。
即
ち
享
盆
讃
券
に
就
て
総
論
的
な
取
扱
を
な
せ
る
部
分
（
第
一
、
第
二
、
第
五
、
第
六
、
第
七
章
）
と

此
の
誰
券
の
各
種
類
に
つ
き
読
明
せ
る
部
分
（
第
三
、
第
四
章
）
と
結
論
（
第
八
章
）
と
が
之
で
あ
る
。
省
最
後
に
享
釜
讃
券
の
實

例
が
附
録
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
み
る
。

　
　
ω
　
享
盆
誰
券
は
肚
債
と
の
比
較
に
穿
て
、
肚
債
が
確
定
利
子
を
受
く
る
に
反
し
て
之
を
受
け
ざ
る
も
、
凝
結
利
盆
及
窺
飴
財
産
分
配
請
求
樺
に

　
　
　
關
輿
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
會
肚
は
企
業
の
成
績
と
は
濁
嘉
し
て
学
行
さ
れ
る
確
定
利
子
揚
の
強
き
狗
束
よ
り
除
外
せ
ら
る
エ
特
微
を

　
　
　
持
つ
（
ω
．
o
o
）
。

　
　
　
次
に
株
式
と
の
比
較
に
於
て
、
會
言
言
盆
及
残
飴
財
産
分
配
言
霊
灌
を
有
す
る
黙
を
共
通
に
す
る
も
、
議
決
擢
を
滅
せ
ぎ
る
黙
を
異
に
す
る
。

　
　
二
っ
て
會
肚
の
側
に
於
て
共
同
管
理
を
拒
絶
し
得
る
黙
に
特
徴
が
あ
り
、
更
に
は
資
本
金
に
諾
す
る
不
便
な
規
定
の
一
部
（
濁
商
法
二
七
八
條
、



　
ご
六
二
條
等
）
が
適
用
せ
ら
れ
な
い
（
q
Q
．
¢
。
）
。

②
　
2
噂
国
龍
。
。
凱
P
U
け
》
犀
臨
。
霞
8
窪
画
2
0
紹
魯
署
鷲
幹
」
℃
O
一
・
ω
●
認
．
O
一
．

　
　
≦
”
O
昌
ヨ
魯
昌
P
U
巽
O
①
ロ
房
ω
切
昏
。
冨
u
一
8
9
ω
●
c
o
c
o
．

③
炉
O
。
寡
9
鼠
爵
N
魯
。
。
。
げ
崖
け
ま
繋
留
ω
O
¢
紹
昌
。
缶
箇
＆
。
酵
。
。
露
自
民
内
§
ぎ
韓
・
。
ぼ
・
お
ω
9
田
も
℃
●
の
・
卜
」
“
・
℃
り

二

　
著
者
は
一
般
論
に
於
て
先
づ
墨
金
詮
券
を
會
社
の
利
釜
及
襲
爵
財
産
分
配
請
求
灌
を
誰
券
化
し
た
も
の
と
理
解
し
、
（
Q
D
」
）
次
い

で
法
律
的
性
質
に
入
る
に
先
立
ち
其
の
経
濟
的
機
能
（
≦
暮
。
。
鼻
津
島
9
。
団
巷
器
凶
。
昌
）
に
着
眼
す
る
。

　
　
著
者
は
享
盆
謹
雰
の
輕
濟
的
機
能
の
獲
現
形
態
を
七
種
に
分
類
す
る
（
ω
．
O
I
“
）
。

　
　
（
一
）
　
三
盆
誰
雰
の
第
一
次
的
機
能
は
新
規
な
る
企
業
費
金
の
調
達
で
あ
る
。
享
盆
誰
券
は
自
由
塵
分
に
任
ぜ
ら
れ
た
資
本
に
毒
す
る
反
封
給
付

　
　
　
　
を
意
味
す
る
か
、
．
或
は
有
利
な
る
信
用
獲
得
手
段
と
し
て
附
加
物
の
形
式
で
蛮
行
せ
ら
れ
る
。
如
何
な
る
揚
合
に
も
特
別
の
利
釜
、
（
不
良
な

　
　
　
　
企
業
で
は
就
中
必
要
な
事
が
あ
る
。
）
の
契
約
の
下
に
費
本
は
誘
致
せ
ら
れ
る
（
ω
．
ω
）
。

　
　
（
二
）
　
次
に
最
も
好
ま
れ
る
用
途
は
、
一
定
の
権
利
の
豊
海
に
思
し
て
其
の
關
係
者
に
享
配
置
券
が
約
束
せ
ら
れ
る
揚
合
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
下
る

　
　
　
　
特
別
種
類
の
株
式
が
固
有
擢
を
飽
棄
す
る
の
に
催
し
、
享
釜
謹
券
又
は
株
式
と
同
様
な
享
盆
粛
粛
（
享
盆
株
式
）
を
與
え
る
如
き
で
あ
る
。
或

　
　
　
　
は
又
會
肚
と
の
契
約
に
依
り
畿
起
人
に
認
め
た
る
橿
利
の
子
棄
に
塗
し
て
畿
醸
せ
ら
れ
る
。
更
に
債
務
の
支
梯
に
代
え
て
債
流
者
に
享
釜
謹

　
　
　
　
券
を
引
渡
す
事
に
依
り
て
償
却
せ
ら
れ
ー
イ
ン
・
ラ
チ
オ
ン
時
代
に
於
て
は
古
い
マ
ル
ク
の
債
雛
を
償
却
す
る
震
に
使
用
せ
ら
れ
る
。
最

　
　
　
　
も
多
く
用
ひ
ら
れ
る
の
は
証
員
の
財
産
擢
或
は
言
言
擢
の
一
部
の
鰯
雲
に
封
ず
る
享
盆
誰
雰
の
引
渡
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂
清
却
株
式
の

　
　
　
　
代
り
に
爽
行
せ
ら
れ
る
享
盆
誰
券
で
あ
る
（
の
・
心
）
。

　
　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
濁
解
法
に
於
け
る
三
盆
謹
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
ニ
七
九
）
　
　
三



　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
猫
逸
法
に
於
け
る
享
盆
謹
選
」
　
（
寺
浬
｝
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
三
〇
）
　
　
四

（
三
）
　
更
に
企
業
成
績
の
優
秀
な
要
点
に
於
て
手
許
に
在
る
利
釜
費
本
を
流
動
化
す
る
爲
に
用
ひ
ら
れ
る
揚
煮
が
あ
る
噂
大
霊
前
比
較
的
少
額
の

　
　
資
本
金
を
持
つ
た
一
蓮
の
會
証
が
亘
額
の
歯
釜
を
得
た
結
果
株
式
に
高
率
の
利
盆
配
當
を
爲
し
た
。
其
の
結
果
當
該
會
杜
の
秣
式
の
便
格
は

　
　
急
澱
に
値
上
り
し
て
其
の
相
揚
は
も
は
や
費
碧
し
得
な
い
迄
に
益
し
た
。
然
し
乍
ら
株
主
は
低
き
相
場
で
は
勿
論
株
式
を
手
放
す
事
を
欲
し

　
　
な
い
。
其
の
結
果
は
流
通
胸
壁
と
し
て
の
費
絡
を
非
常
に
妨
害
せ
ら
れ
た
。
從
っ
て
曾
鮭
は
享
盆
謹
雰
を
雁
行
し
て
昏
株
主
に
交
附
す
る
事

　
　
と
し
た
。
然
し
て
利
盆
は
株
式
乱
撃
盆
謹
券
に
尊
霊
せ
ら
れ
る
。
其
の
結
果
株
式
の
相
場
は
下
落
し
た
が
其
の
損
害
は
享
釜
誰
券
の
便
格
に
㌧

　
　
依
っ
て
充
分
償
は
れ
た
。
鼓
に
於
て
株
主
は
費
濡
し
難
き
株
式
の
代
り
に
よ
り
通
…
常
便
格
を
持
つ
讃
雰
を
持
つ
事
と
な
っ
た
（
◎
Q
．
凸
－
α
）
。

（
四
）
，
ま
た
甚
だ
し
く
詐
償
の
不
確
説
な
る
宗
親
物
に
封
ず
る
反
骨
給
付
叉
は
其
の
一
部
と
し
て
言
誤
誰
券
の
利
用
せ
ら
る
エ
場
合
が
あ
る
。
會

　
　
鮭
は
自
己
が
危
瞼
を
引
受
く
る
を
欲
せ
ざ
る
と
同
様
に
叉
契
約
相
手
方
も
筆
録
の
負
櫓
を
免
れ
ん
と
す
る
。
そ
こ
で
享
釜
石
雰
は
反
封
的
利

　
　
盆
を
爾
者
に
調
和
す
る
に
役
立
っ
。
例
へ
ば
獲
厨
家
が
會
肚
に
特
許
を
護
渡
す
る
に
當
り
之
が
債
値
を
持
着
す
る
や
、
他
の
爽
明
が
其
を
無

　
　
淵
叢
に
す
る
や
は
不
確
實
で
あ
る
、
斯
る
場
合
に
有
掛
物
の
譲
渡
に
封
ず
る
反
骨
給
付
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
其
他
類
似
の
例

　
　
は
1
會
融
が
將
來
の
争
議
力
の
不
確
か
な
企
業
を
引
受
け
る
場
合
－
會
杜
が
現
在
の
市
償
以
下
に
て
商
品
を
買
ひ
乍
ら
も
景
氣
の
麺
動

　
　
を
恐
れ
る
場
合
i
な
ど
で
あ
る
（
ω
●
α
）
。

（
五
）
　
會
杜
に
封
し
て
な
さ
れ
た
何
か
薫
る
奉
仕
に
封
ず
る
報
償
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
へ
ば
功
螢
あ
る
獲
起
人
、
取
締
役
、

　
　
監
査
役
、
祉
員
、
其
他
好
古
へ
の
三
盆
な
る
奉
仕
に
封
ず
る
功
勢
報
醐
と
し
て
交
附
す
る
如
き
で
あ
る
（
ω
●
ひ
）
。

（
六
）
　
イ
ン
フ
ラ
チ
オ
ン
時
代
に
於
て
、
享
盆
諦
雰
は
、
職
後
に
帯
磁
に
表
は
れ
た
外
國
費
本
の
氾
濫
の
危
険
を
避
け
る
爲
に
天
守
せ
ら
れ
る
。

　
　
差
前
外
國
費
本
の
多
敷
に
依
る
支
配
に
封
ず
る
主
要
な
る
豫
防
方
法
と
し
て
議
決
古
株
（
ω
⇔
…
b
P
b
P
H
O
O
ず
叶
ω
口
犀
け
博
0
）
の
制
度
が
用
ひ
ら
れ
た
。

　
　
然
し
之
は
濁
逸
の
法
津
的
並
び
に
紹
濟
的
生
活
に
非
常
な
不
満
を
招
い
た
。
蓋
し
一
定
の
利
盆
集
團
の
支
配
橿
を
、
永
久
に
確
保
す
る
爲
に
、

　
　
利
用
せ
ら
る
エ
お
そ
れ
あ
る
が
故
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
れ
に
封
ず
る
確
實
な
る
保
護
は
株
式
の
譲
渡
に
會
砒
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
事



　
　
に
依
っ
て
初
め
て
揮
え
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
制
限
は
常
に
文
質
快
な
る
狗
束
を
意
味
し
、
株
式
の
如
き
流
通
す
べ
き
有
贋
誰
券
の
本
質

　
　
に
明
か
に
反
す
る
。
此
の
貼
の
考
慮
か
ら
、
イ
ン
フ
ラ
チ
オ
ン
時
代
に
は
殆
ん
ど
毎
日
亭
亭
櫓
加
が
必
須
で
あ
っ
た
爲
に
～
若
干
の
會
鮭
は

　
　
檜
資
の
代
り
に
、
叉
は
こ
れ
と
並
ん
で
、
享
釜
謹
券
の
早
行
が
な
さ
れ
た
。
享
釜
詮
舞
は
醤
株
再
呈
な
一
定
の
額
面
を
有
し
、
利
釜
及
残
絵

　
　
財
産
の
關
輿
に
封
し
て
全
く
同
等
の
地
位
に
あ
っ
た
。
唯
騰
馬
上
に
特
に
全
く
株
主
椛
な
き
旨
叉
は
特
に
議
決
擢
な
き
旨
が
明
示
せ
ら
れ
た
。

　
　
其
他
に
於
て
は
奮
株
と
同
等
に
爲
さ
ん
と
す
る
解
き
試
み
の
結
果
、
若
干
の
會
砒
は
享
盆
誰
雰
所
持
人
に
、
秣
主
が
漸
株
割
當
請
求
橿
を
持

　
　
つ
の
と
同
様
の
要
件
と
同
様
の
割
合
に
於
て
、
新
し
い
享
釜
謹
雰
の
割
當
請
求
擢
を
與
え
ん
と
す
る
に
迄
、
至
っ
た
。
更
に
若
干
の
會
肚
は

　
　
株
式
の
併
合
に
依
る
減
資
の
揚
合
に
は
享
宴
讃
券
の
其
れ
に
相
器
粗
面
の
減
費
が
直
ち
に
行
は
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
み
る
。
從
っ
て

　
　
是
等
の
享
盆
謹
雰
は
纏
濟
的
に
見
れ
ば
議
決
椹
な
き
株
式
で
あ
る
と
言
ひ
得
る
（
ω
．
ひ
1
心
）
。

（
七
）
　
最
後
に
特
別
の
法
律
規
定
に
依
り
て
獲
行
せ
ら
る
工
韓
換
裏
盆
讃
券
及
櫓
額
評
債
享
釜
誰
券
の
二
集
團
が
あ
る
。
之
に
寝
て
は
後
述
す
る
。

　
次
に
享
釜
謹
券
の
法
律
的
性
質
に
入
り
享
徳
誰
舞
の
耳
利
の
内
容
が
就
員
椹
（
薄
口
紳
σ
Q
密
飢
ω
9
既
9
。
醗
酵
⑦
。
ゲ
齢
）
な
り
や
債
棲
（
O
醇
や

窪
σ
q
・
罎
・
。
窪
）
　
な
り
や
の
問
題
を
提
出
す
る
。
著
者
は
是
が
決
定
的
標
準
を
肚
員
灌
の
根
擦
に
求
め
る
。
杜
員
椹
は
出
資
に
依
り
會

肚
資
本
に
参
加
す
る
事
に
基
づ
く
。
資
本
金
額
の
分
割
せ
ら
れ
た
關
與
の
外
型
は
肚
員
の
数
を
示
す
事
と
な
る
。
資
本
金
に
選
る
事

を
示
し
て
み
な
い
株
式
は
猫
逸
の
法
律
に
從
へ
ぱ
存
在
し
な
い
。
其
れ
は
法
律
自
艘
（
猫
商
法
一
七
八
條
）
に
根
擦
が
あ
る
の
で
争

は
れ
て
る
な
い
。
通
常
、
株
式
と
享
釜
誰
券
と
の
龍
別
の
標
準
と
し
て
（
イ
）
出
資
の
有
無
（
ロ
）
耳
蝉
財
産
へ
の
比
例
的
参
加
の

有
無
（
ハ
）
議
決
樺
の
有
無
を
以
て
す
る
は
、
科
學
的
に
は
不
確
か
で
あ
り
、
且
つ
経
濟
的
な
ら
す
と
な
し
匿
別
の
標
準
と
し
て
は

出
資
の
不
存
在
で
充
分
な
り
と
す
る
。
蓋
し
享
盆
謹
寡
の
経
濟
的
機
能
よ
り
す
れ
ば
主
た
る
役
割
を
演
ず
る
の
は
債
櫻
と
し
て
f
あ

　
　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
ガ
ゴ
ッ
ト
リ
「
プ
「
濁
逸
法
に
於
け
る
享
釜
謹
勢
」
（
寺
澤
）
　
（
第
四
巷
第
一
號
ご
三
一
）
　
五



　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
稠
逸
法
に
於
け
る
享
盆
謹
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
三
二
）
　
　
六
．

つ
て
、
出
資
に
就
て
此
の
場
合
何
等
聞
題
と
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
唯
一
の
場
合
は
清
却
さ
れ
る
株
式
の
代
り
に
悪
行
せ
ら
る

玉
享
釜
誰
株
式
（
（
甲
O
旨
d
［
ω
◎
Q
騎
。
犀
凱
Φ
）
で
あ
る
が
之
は
例
外
的
で
あ
る
。
從
っ
て
享
釜
誰
券
が
薄
樺
を
六
書
化
し
て
居
る
と
言
ふ
事
は
結

論
と
し
て
恐
ら
く
孚
は
れ
得
な
い
（
砕
δ
i
ご
）
と
す
る
。
更
に
露
量
誰
券
の
内
容
た
る
…
金
利
が
猫
虚
無
（
ω
亀
ぴ
。
。
鼠
爲
鼠
σ
Q
8
男
8
ぽ
）

な
り
や
從
鵬
椹
（
二
⇒
o
ワ
①
一
ぴ
o
o
一
餌
O
良
一
η
O
o
o
　
蜀
O
O
げ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G
）
な
り
や
の
問
題
に
慰
し
て
は
屡
者
の
意
見
は
分
れ
て
み
る
。
第
一
の
見
解
は
、
享
釜

誰
某
に
化
禮
さ
れ
た
椹
利
は
疲
員
樺
の
運
命
を
必
然
的
に
共
有
す
る
と
言
ふ
意
味
に
於
て
、
石
蝋
す
る
も
の
と
な
す
。
即
ち
株
式
と

離
れ
た
確
立
の
譲
渡
を
否
定
す
る
。
此
の
見
解
は
特
に
岡
貯
。
ゲ
2
と
O
亀
禽
に
依
り
て
代
表
さ
れ
る
（
ω
・
云
）
。
其
れ
に
依
れ
ば
、

享
血
合
雰
が
肚
員
礎
の
一
部
を
化
託
せ
る
限
り
猫
商
法
一
七
九
條
に
依
っ
て
享
画
讃
券
は
猫
立
性
を
寒
く
と
言
ふ
結
論
を
下
し
て
み

る
（
o
Q
・
一
ご
。
　
第
二
の
見
解
は
、
享
釜
誰
雰
に
演
芸
さ
れ
た
黙
黙
の
隷
属
的
性
質
は
、
其
の
猫
立
的
譲
渡
を
許
容
す
る
も
の
と
解
す

る
。
此
の
意
見
は
特
に
ピ
。
算
に
依
り
代
表
さ
る
。
其
れ
に
依
れ
ば
、
實
際
に
於
て
、
優
先
株
式
に
與
え
る
特
別
利
釜
を
株
式
二
面

に
化
膿
す
る
代
り
に
特
別
の
書
類
（
享
釜
誰
券
）
に
化
禮
す
る
事
が
法
律
的
に
可
能
で
あ
り
、
之
は
猫
話
し
て
譲
渡
し
得
る
（
q
D
・
辰
）

と
す
る
。
第
三
の
見
解
は
享
釜
詮
券
に
黒
蟻
さ
れ
た
擢
利
の
從
属
性
を
否
定
す
る
。
是
等
の
語
聾
は
、
株
式
に
化
禮
さ
れ
た
請
求
擢

の
一
部
と
し
て
、
（
G
ウ
。
冨
。
ぼ
琶
）
肚
員
た
る
事
と
結
合
し
た
財
産
的
利
釜
の
分
離
と
し
て
、
（
自
差
犀
B
き
口
）
株
式
よ
り
生
す
る
請
求

椹
の
一
部
と
し
て
、
（
い
Φ
ぴ
ヨ
§
旨
）
肚
員
た
る
事
に
基
い
て
、
各
株
主
に
鮮
画
す
る
一
個
叉
は
敬
個
の
構
利
の
化
髄
と
し
て
、
（
b
d
？

。
犀
2
）
株
式
よ
り
分
離
し
た
る
継
利
と
し
て
、
（
≦
冒
紳
巽
）
解
画
す
る
（
ω
・
駐
）
。
著
者
は
是
等
総
て
の
見
解
の
根
本
的
な
談
膠
は
問
題

と
な
っ
て
み
る
享
釜
諮
舞
が
株
式
の
財
産
権
の
一
部
を
誰
券
化
せ
り
と
す
る
假
定
に
存
す
る
と
な
し
、
以
上
の
何
れ
と
も
異
る
主
張



を
な
し
て
み
る
。
即
ち
享
差
詰
券
に
は
株
式
の
以
前
の
配
當
請
求
擢
と
の
聞
に
同
一
性
な
き
全
然
新
た
な
権
利
が
嚢
生
す
る
も
の
で

あ
る
。
享
釜
誰
券
に
化
盤
さ
れ
た
標
利
は
原
始
的
に
獲
生
す
る
。
若
し
此
の
享
釜
誰
劣
が
第
三
者
に
交
付
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
此
の
樺

利
取
得
は
決
し
て
株
主
．
で
あ
る
事
に
は
由
馨
し
な
い
一
其
れ
は
定
欺
に
依
る
絡
會
の
善
し
い
確
定
に
依
る
の
で
あ
る
（
ω
」
c
。
）
と

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
謹

　
享
釜
誰
舞
は
種
々
の
親
黙
か
ら
種
々
に
分
類
さ
れ
得
る
。
著
者
の
採
用
す
る
債
樺
者
の
梅
利
を
化
腿
し
た
領
邑
讃
券
と
襲
撃
株
式

と
な
す
分
類
方
法
は
最
も
多
く
採
用
せ
ら
る
製
所
で
あ
る
㈲
。
此
の
外
同
様
の
分
類
と
し
て
は
眞
正
享
釜
讃
券
（
8
ぼ
o
o
Q
。
口
霧
。
。
。
。
？

げ
。
言
。
）
と
儒
享
釜
誰
券
（
℃
ω
鼠
。
α
Q
①
慧
。
。
。
・
ω
＆
。
ぎ
¢
）
と
な
す
者
が
あ
る
事
を
著
者
は
暴
げ
て
る
る
（
Q
Q
払
9
－
N
O
）
⑤
9

　
　
㈲
　
著
者
と
同
檬
凝
分
類
方
法
に
依
る
も
の
に
は
左
の
著
書
が
あ
る
。

　
　
ン
ド
G
a
叶
鎚
¢
ぴ
》
U
笛
G
D
8
昌
蕗
環
α
Q
飢
霞
圃
ぼ
冨
び
霞
儀
2
0
Φ
昌
仁
ω
。
。
ω
0
7
0
言
。
ぴ
鉱
瓢
Φ
厭
》
霞
δ
づ
α
q
o
ω
①
諄
。
ゲ
既
戸
一
〇
一
ひ
●
o
Q
噸
ω
P

　
　
芝
．
○
誉
ヨ
薗
欝
P
四
●
⑤
●
O
●
G
Q
●
轟
N
．

　
　
侮
ヒ
e
凱
♂
囚
。
ヨ
§
三
舞
N
罎
。
。
窪
窪
9
。
碧
く
①
§
飢
8
ヨ
σ
q
菖
儀
儀
窪
u
舞
。
良
民
羅
£
霧
§
山
冠
毒
σ
q
g
・
切
ダ
同
回
．
ω
6
a
ω
．

・
（
｝
）
債
模
者
の
樺
利
を
置
畳
し
た
鼻
聾
誰
舞
（
O
窪
窪
。
。
。
・
。
げ
①
貯
ρ
笥
缶
。
げ
。
Q
巌
鎧
ぼ
α
Q
①
踵
8
窪
く
2
訂
冷
h
。
戸
）

　
是
は
會
砒
が
誓
事
關
係
に
基
き
密
行
す
る
も
の
で
あ
っ
て
著
者
の
言
ふ
本
來
的
意
味
に
於
け
る
享
霊
位
舞
で
あ
る
。
此
の
外
に
法

律
の
規
定
す
る
第
二
第
三
の
特
種
の
享
釜
三
舞
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
畑
町
法
に
於
け
る
享
盆
謹
雰
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
三
三
）
　
　
七



　
　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
！
プ
「
狽
逸
法
に
於
け
る
享
斜
八
橋
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
三
四
）
　
　
八

①
　
債
樺
者
樺
利
を
化
坐
し
た
享
釜
誰
券
の
曳
行
は
株
式
と
同
様
創
設
的
並
び
に
宣
言
的
意
味
を
持
っ
て
る
る
。

享
釜
澄
券
の
所
持
人
の
債
樺
勲
位
利
は
定
欺
の
規
定
に
依
り
て
成
立
す
る
。
然
し
此
の
結
果
會
肚
に
封
し
て
椹
利
を
有
す
る
爲
に
は

少
く
と
も
會
肚
と
本
來
の
椹
利
者
と
の
間
に
契
約
が
結
ぼ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
の
・
B
）
。
從
っ
て
享
釜
誰
券
よ
り
畿
す
る
法
律
亭
亭
は
希

望
と
讃
雰
所
持
人
と
の
問
の
關
係
で
あ
っ
て
設
券
所
持
人
と
肚
員
と
の
聞
の
關
係
で
は
な
い
（
ω
・
卜
」
α
）
。
之
に
封
し
て
は
享
釜
設
券
よ

り
褒
生
す
る
法
律
關
係
を
株
主
と
詮
舞
所
持
人
と
の
間
に
の
み
生
す
る
も
の
と
し
株
主
が
共
の
請
求
樺
を
譲
渡
す
る
に
依
り
讃
券
所

持
人
は
利
釜
参
加
樫
を
得
る
も
の
と
す
る
反
封
論
あ
り
（
の
・
N
㎝
）
。
同
様
の
解
繹
は
一
八
五
七
年
五
月
二
十
五
日
「
ド
レ
ス
デ
ン
」
の

裁
判
所
判
決
に
も
見
出
さ
る
曳
も
（
ω
・
ま
）
是
等
の
見
解
は
株
主
と
株
式
會
肚
と
の
間
の
内
部
關
係
と
株
式
會
肚
と
第
三
者
と
の
聞

の
外
部
關
係
の
混
溝
に
基
く
。
共
れ
は
全
然
無
電
係
の
二
個
の
法
域
（
男
。
。
ぽ
。
・
ぽ
・
芭
で
あ
る
事
を
著
者
は
指
摘
す
る
（
ω
・
卜
」
ご
。

倫
著
者
は
享
開
帳
雰
の
褒
行
に
依
り
創
造
さ
れ
る
法
律
關
係
を
債
椹
者
と
債
務
者
と
の
聞
に
成
立
す
る
個
人
的
債
樺
關
係
に
異
ら
ぬ

も
の
と
す
る
（
ω
●
卜
。
ω
）
。
之
に
封
ず
る
反
養
畜
を
暴
げ
て
著
者
は
反
駁
を
な
し
て
み
る
。
即
ち
、

　
　
享
釜
離
舞
の
焚
行
に
依
り
・
諮
劣
所
持
人
と
株
式
心
血
と
の
間
に
、
薩
名
組
合
（
。
。
巳
δ
O
o
。
。
o
諄
。
冨
津
）
叉
は
之
と
類
似
の
組
合
關
係
が
如
何
な

　
　
る
揚
合
に
も
爽
生
す
る
も
の
と
す
る
設
が
あ
る
。
之
に
依
れ
ば
、
誰
雰
所
持
人
の
監
置
を
狽
商
三
三
五
條
に
実
る
男
名
組
合
員
が
、
利
釜
に
参
加

　
　
す
る
方
法
と
し
て
他
人
の
響
む
商
業
に
財
産
田
贅
を
な
す
も
の
に
比
す
る
。
此
の
紹
濟
的
推
測
よ
り
す
る
法
種
構
成
が
正
し
い
な
ら
ば
実
名
組
合

　
　
に
嘗
て
の
規
定
の
準
用
が
可
能
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
薩
名
組
合
に
鋳
て
の
濁
商
三
三
八
條
の
重
要
な
規
定
の
準
用
は
不
可
能
で
あ
る
。
誰
肝
所

　
　
持
人
が
貸
借
樹
照
表
の
正
當
を
帳
簿
と
書
類
を
楽
髪
の
上
癬
査
す
る
権
利
あ
り
と
す
る
は
全
く
例
外
的
に
的
え
る
。
株
主
総
會
す
ら
整
磁
用
帳
簿

　
　
や
書
類
の
呈
示
を
要
求
す
る
襟
利
は
決
し
て
持
た
な
い
。
享
釜
誰
券
所
持
人
が
株
主
よ
り
弛
き
調
査
擁
を
持
つ
事
は
あ
り
得
な
い
。
從
っ
て
寧
ろ



株
主
総
・
曾
に
就
て
の
二
六
三
條
を
準
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
著
者
の
意
見
で
あ
る
（
ω
・
N
下
口
」
c
o
）
。

国
益
。
甥
¢
昌
び
＝
茜
は
享
盆
心
意
か
ら
は
如
何
な
る
個
人
法
的
男
心
關
係
も
株
式
と
同
機
獲
生
し
な
い
。
擢
利
は
株
式
に
於
て
具
艦
化
さ
れ
た
敵
員
擢

の
様
に
株
式
法
的
で
あ
る
。
其
れ
故
塗
盆
謹
上
は
定
欺
に
基
き
獲
号
せ
ら
る
製
を
要
し
、
之
よ
り
生
ず
る
法
律
關
係
は
赫
員
擢
關
係
に
外
な
ら
ぬ

（
ω
．
N
9
）
と
す
る
。
之
に
眠
し
て
は
著
者
は
枇
桜
鯛
關
愚
な
る
こ
と
を
否
定
し
て
債
纏
鵬
係
な
り
と
す
る
事
は
既
忙
し
た
（
ω
・
二
）
。

　
青
黛
誰
券
に
依
り
て
誰
券
化
さ
れ
た
緩
着
の
範
園
に
就
て
、
著
者
は
、
個
々
の
場
合
に
鞭
て
の
み
定
め
ら
る
玉
筆
の
と
す
る
。
從

っ
て
三
叉
三
婆
が
利
釜
と
押
絵
財
産
分
配
に
果
る
事
に
於
て
株
主
に
劣
る
か
、
等
し
い
か
、
優
る
か
が
個
々
的
に
定
め
ら
れ
る
。
順

位
の
組
合
せ
は
因
よ
り
可
能
で
あ
る
、
例
へ
ば
株
主
が
差
挙
り
5
％
、
次
に
享
盆
誰
雰
所
有
者
が
5
％
、
淺
り
は
同
様
に
分
配
せ
ら

れ
、
叉
は
他
の
或
る
條
件
で
分
配
せ
ら
れ
れ
る
と
言
ふ
方
法
に
於
け
る
如
き
で
あ
る
（
の
・
ω
o
）
。

　
思
惑
の
存
壁
越
聞
（
會
就
の
全
存
綾
期
聞
な
り
や
一
定
期
間
な
り
や
）
償
還
時
期
、
抽
簸
の
標
準
、
解
約
豫
告
期
闇
に
曾
て
も
個

々
の
場
合
に
定
め
ら
る
べ
く
別
段
の
定
め
な
き
場
合
は
會
就
の
難
事
期
間
に
憎
し
て
樺
利
を
有
し
、
且
つ
會
肚
は
漕
却
の
樺
利
を
有

せ
ざ
る
も
の
（
の
・
巽
）
と
す
る
。

　
著
者
に
依
れ
ば
享
釜
誰
雰
所
持
人
は
會
枇
に
封
し
利
釜
及
礎
餓
財
産
分
配
請
求
樺
を
有
す
る
以
外
に
は
業
務
執
行
に
關
隠
し
得
る

模
利
を
有
せ
す
。
企
業
が
合
理
的
に
経
涌
せ
ら
る
玉
や
否
や
は
全
く
關
す
る
所
で
な
い
。
其
の
蛇
卵
棲
は
利
器
を
得
る
事
に
關
せ
す

し
て
利
釜
分
配
に
謙
る
事
に
尽
す
る
。
從
っ
て
會
鮭
は
維
然
と
し
て
企
業
を
自
己
の
名
義
に
於
て
、
自
己
の
計
算
に
於
て
、
且
つ
自

己
の
利
釜
に
於
て
螢
み
得
る
。
普
通
利
盆
に
與
る
方
法
は
定
め
ら
れ
て
み
る
。
然
し
何
を
利
釜
と
見
る
可
き
か
と
言
ふ
に
株
主
に
依

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
◎
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
上
灘
法
に
於
け
る
享
盆
謹
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
谷
第
輔
導
　
二
三
五
）
　
　
九



　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
6
ゴ
ヅ
ト
リ
ー
プ
「
猫
逸
法
に
於
け
る
享
盆
誰
雰
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
雀
第
一
號
　
二
三
六
）
　
一
〇

り
総
量
に
於
て
承
認
せ
ら
れ
た
魚
商
二
六
〇
條
の
其
の
年
度
の
貸
借
封
照
表
の
静
心
を
利
釜
と
す
る
。
株
主
に
在
り
て
は
総
量
の
．
決

議
を
不
満
と
す
る
な
ら
ば
、
猫
商
二
七
一
條
の
範
國
に
於
て
決
議
を
取
止
し
得
る
。
之
に
反
し
享
釜
誰
券
所
持
人
は
全
く
取
泊
椛
が

な
い
、
結
局
債
漁
者
と
し
て
、
退
際
得
れ
た
無
痛
に
與
る
事
の
講
求
棲
を
持
つ
に
過
ぎ
ぬ
。
然
し
乍
ら
総
會
は
原
則
と
し
て
享
釜
讃

舞
所
持
人
の
上
に
支
配
力
を
有
し
な
い
。
其
の
債
灌
者
射
利
は
置
市
の
理
由
な
く
し
て
侵
害
せ
ら
る
玉
を
許
さ
す
。
從
っ
て
會
肚
は

其
の
方
針
の
途
行
に
つ
い
て
は
全
く
自
由
な
る
も
、
そ
れ
が
誰
雰
所
持
人
を
害
す
る
限
り
彼
等
に
毒
し
無
効
で
あ
る
（
G
Q
●
　
Q
卜
J
l
ω
心
・
）

　
壁
跡
働
盛
に
重
て
、
一
八
九
九
年
十
二
月
四
日
の
「
黒
蓋
の
所
持
人
の
共
同
灌
利
に
冒
す
る
法
律
」
（
O
①
。
。
巽
調
び
・
酔
お
庸
・
監
隻
¢

σ
q
o
営
。
貯
。
。
9
。
臼
。
⇔
男
①
o
島
山
言
切
①
。
。
搾
殴
2
く
。
昌
ω
o
げ
巳
旧
く
。
お
。
ぽ
鉱
び
き
α
q
①
β
）
が
適
用
せ
ら
る
玉
封
象
と
な
る
も
の
は
、
本
法
の
適
用
範

園
の
限
定
に
依
り
て
制
限
せ
ら
れ
る
、
即
ち
、
本
法
第
一
條
は
共
の
適
用
二
曲
と
し
て
（
イ
）
　
一
定
の
額
面
債
格
を
有
し
、
分
割
債

樺
者
は
同
等
の
樺
利
を
有
す
る
こ
と
（
ロ
）
獲
行
債
券
総
額
面
は
三
十
萬
馬
克
以
上
た
る
こ
と
（
ハ
）
分
割
個
数
三
百
個
以
上
た
る

こ
と
（
ω
・
Q
u
）
を
規
定
し
て
み
る
か
故
で
あ
る
。
本
法
の
趣
旨
は
一
定
の
額
面
に
依
り
共
通
の
利
釜
を
持
つ
債
濡
者
を
集
合
し
て
債

務
者
た
る
會
批
に
封
抗
し
適
宜
の
黒
穂
を
執
ら
し
め
ん
と
す
る
に
在
る
。
著
者
は
此
の
鮎
に
着
て
は
享
釜
響
応
に
も
同
檬
の
法
規
は

望
ま
し
く
享
釜
誰
券
所
持
人
を
債
募
所
持
人
と
同
様
組
織
化
す
る
事
に
諾
し
路
線
的
需
要
が
存
在
す
る
は
の
疑
問
の
籐
地
な
し
と
す

る
（
ω
・
c
。
M
）
。

②
　
金
貸
借
封
照
表
に
賞
す
る
命
令
（
＜
。
δ
a
壼
追
補
g
Ω
。
鼠
び
一
嘗
言
窪
く
。
営
悼
Q
。
●
O
。
N
・
B
び
2
H
露
。
。
）
は
其
の
第
十
二
條
に
於

て
、
株
式
會
肚
、
株
式
合
資
會
肚
、
有
限
責
任
書
髭
（
O
⑦
。
。
魯
ω
。
冨
津
琶
搾
び
・
。
。
。
ず
鼠
β
容
2
国
聾
巷
σ
Q
）
が
紙
幣
馬
克
を
金
馬
克
に
韓



換
の
結
果
、
　
（
同
規
則
第
十
條
及
第
十
】
條
を
實
施
す
る
事
に
依
り
）
魚
肚
に
議
し
て
金
額
の
支
彿
の
請
求
椹
を
得
た
株
主
又
は
枇

員
は
車
輻
誰
舞
の
摂
行
を
請
求
し
得
る
旨
を
規
定
し
た
。
此
の
規
則
に
依
り
護
行
せ
ら
る
玉
享
釜
讃
券
の
】
群
を
韓
換
享
盆
誰
券

（
d
誉
ω
邑
ぼ
づ
α
Ω
ω
σ
q
Φ
盛
ω
。
・
。
・
。
冨
”
零
）
と
回
す
る
。

同
法
は
會
馳
の
享
釜
誰
券
獲
行
の
義
務
を
二
つ
の
場
合
に
匿
角
し
た
（
Q
Q
．
Q
り
一
戸
O
）
。

（
イ
）
　
株
主
が
五
馬
克
よ
り
少
き
額
へ
の
請
求
擢
を
持
つ
揚
合
。
此
の
場
合
に
は
株
主
は
現
金
佛
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
不
足
額
を
梯
ふ

　
　
事
に
依
り
て
享
尊
霊
券
は
得
ら
れ
な
い
。
只
假
株
式
（
》
β
叶
O
一
一
ω
O
ゲ
⑦
｛
ゆ
）
に
就
て
は
額
の
制
限
が
な
い
の
で
要
求
に
依
り
五
馬
克
よ
り
少
な
い

　
　
假
株
券
を
獲
行
し
得
る
。
（
同
規
則
第
十
七
條
は
假
株
式
の
爽
行
に
依
り
て
享
釜
誰
券
の
褒
行
を
免
れ
得
る
も
の
と
し
た
。
）

（
ロ
）
　
秣
主
の
支
佛
諦
求
が
五
馬
克
よ
リ
高
い
時
は
、
謬
説
は
假
株
式
の
獲
行
に
依
り
享
盆
信
号
の
素
行
か
ら
は
自
由
に
な
る
。
但
し
享
盆
誰
雰

　
　
の
嚢
行
は
因
よ
り
可
能
で
あ
る
。
．
愈
証
は
何
れ
か
を
選
被
し
得
る
。
假
株
式
と
享
釜
欝
欝
と
は
何
等
閣
難
な
く
基
点
賢
将
は
債
纏
を
誰
雰
化

　
　
せ
る
に
反
し
假
株
式
は
株
式
と
同
様
に
砒
員
擢
を
食
券
化
し
て
み
る
（
ω
・
さ
）
。

韓
換
享
革
偏
舞
は
（
a
）
利
釜
輝
国
に
滲
期
す
る
灌
利
（
十
二
條
）
（
Q
駐
●
心
一
）
（
b
）
二
型
財
産
分
配
に
與
る
灌
利
（
十
二
條
）
（
ω
●
ま
）
（
c
）
契
約

解
除
の
場
合
額
面
の
支
携
を
請
求
す
る
権
利
（
四
十
六
條
）
（
の
・
ミ
）
を
内
容
と
す
る
ひ
是
等
の
勢
利
に
就
て
署
者
は
一
難
の
読
朋
を
な
し
て
み

る
。

③
　
一
九
二
五
年
七
月
十
六
日
公
布
の
増
額
評
慣
法
（
》
亀
毒
①
答
言
σ
Q
ω
α
q
Φ
の
Φ
冒
）
第
一
二
十
七
條
は
一
九
二
〇
年
七
月
一
日
以
前
に
獲

得
し
た
債
券
に
就
い
て
次
に
述
ぶ
る
申
出
の
時
、
術
、
面
構
者
た
る
者
は
一
九
二
五
年
七
月
一
日
を
以
て
會
耐
に
封
し
増
額
評
償
と

共
に
、
利
釜
屋
配
慮
残
鹸
財
産
分
配
に
解
る
請
求
樺
を
得
る
旨
を
規
定
し
た
。
此
の
青
立
権
は
法
律
で
享
釜
椹
（
（
㎏
O
㎞
P
g
o
o
⑦
触
O
O
一
回
け
）
と

　
　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
無
病
法
に
於
け
る
享
盆
謹
雰
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
三
七
）
　
一
一



　
　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
○
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
狗
逸
法
に
於
け
る
享
盆
謹
劣
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
一
こ
ご
八
）
　
一
ご

呼
ば
れ
る
。
同
法
四
十
三
條
は
債
務
者
は
本
來
の
債
券
と
離
れ
た
誰
券
を
以
て
享
釜
権
を
誰
某
化
す
る
事
を
許
し
て
み
る
。
著
者
は

此
の
増
額
評
慣
享
釜
池
券
（
〉
鼠
幕
島
津
α
Q
ω
σ
Q
¢
壼
。
。
。
。
。
。
。
冨
即
器
）
を
本
法
の
享
釜
椹
の
規
定
に
依
っ
て
読
明
し
て
み
る
。

　
　
先
づ
此
の
享
高
温
の
取
得
の
爲
に
は
申
出
を
必
要
と
す
る
。
此
の
申
出
さ
れ
た
二
言
が
、
本
法
の
定
む
る
正
油
を
備
え
た
取
得
と
し
て
承
認
さ
れ

　
　
る
時
は
、
検
印
が
押
捺
さ
れ
る
。
債
務
者
が
之
を
旙
す
事
を
拒
め
ば
債
灌
者
は
之
に
穿
て
訴
え
得
る
。
債
灌
者
は
承
認
を
請
求
す
る
正
當
な
る
利

　
　
釜
を
持
っ
て
る
る
。
検
印
が
押
捺
さ
る
、
』
時
は
、
性
質
が
本
法
の
定
む
る
條
件
を
備
え
た
取
得
と
謹
明
さ
れ
る
爲
に
債
券
の
債
値
が
増
す
。
更
に

　
　
検
印
が
押
捺
さ
る
、
時
は
享
黒
焦
が
適
當
に
債
雰
に
化
艘
さ
れ
る
。
此
の
検
印
は
勿
論
債
雰
の
外
に
特
別
の
享
釜
謹
舞
が
振
出
さ
れ
る
時
は
要
求

　
　
し
得
な
い
（
ω
・
お
）
。

　
　
享
釜
擢
の
内
容
は
本
法
第
四
十
條
乃
至
四
十
一
條
に
依
り
定
め
ら
れ
る
。
其
に
依
れ
ば
　
（
a
）
純
釜
参
加
擢
は
こ
れ
を
表
示
し
た
貸
借
封
照
表
に

　
依
り
塵
督
し
得
る
年
度
利
釜
に
尊
し
て
存
す
る
。
之
は
株
主
総
會
の
承
認
が
根
底
を
聾
し
て
み
る
の
で
結
局
其
の
決
議
に
依
存
す
る
事
と
な
る
。

　
　
此
の
結
果
享
盤
面
舞
所
持
人
の
利
盆
請
求
礎
は
妨
害
せ
ら
れ
得
る
。
之
に
評
し
て
は
第
四
十
一
條
が
其
に
就
い
て
防
止
作
用
を
逸
す
。
箸
者
は
此

　
　
の
黙
に
就
て
費
例
を
暴
げ
て
詳
細
に
設
明
し
て
み
る
（
q
Q
●
お
一
U
α
）
。
（
b
）
享
盆
鐙
摺
が
浴
却
其
他
の
方
法
で
償
還
せ
ら
れ
る
前
に
企
業
が
解
散

　
　
す
る
時
は
享
欝
欝
所
有
者
は
債
務
の
差
引
後
に
残
存
す
る
財
産
へ
の
分
配
請
求
椹
を
有
す
る
（
第
四
十
二
條
）
。
此
の
場
合
は
叢
薄
又
は
弛
の
分
配

　
關
三
者
と
當
然
合
流
す
る
（
の
’
α
U
t
α
ひ
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
債
務
者
は
享
盆
誰
券
を
消
却
し
得
る
。
此
の
意
思
表
示
は
只
代
表
植
限
あ
る
機
關
、
即
ち
會
融
で
は
取
締
役
の
み
が
な
し
得
る
。
株
主
総
會
の
決

　
議
は
必
要
で
も
な
く
又
こ
れ
の
み
で
は
足
り
な
い
（
ω
●
α
曾
）
。
浴
却
額
は
享
盆
橿
に
相
鎖
す
る
現
金
な
る
を
要
す
る
。
不
相
続
な
る
時
は
裁
判
所

　
　
の
決
定
に
依
り
無
効
と
な
る
。
從
っ
て
更
に
新
な
る
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
（
ω
・
α
し
。
）
。
債
務
者
は
ど
の
、
そ
し
て
ど
れ
響
け
、
享
益
椛
を
潰

　
卸
す
る
や
は
全
く
自
由
で
あ
る
暴
き
で
あ
る
。
此
の
見
解
は
債
務
者
が
靴
墨
槽
所
有
者
の
全
盤
に
封
し
て
穿
な
く
個
々
の
享
盆
椹
所
有
者
に
卸
し

　
　
て
法
律
關
係
に
立
つ
と
言
ふ
事
を
耳
擦
と
な
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
（
ω
●
＄
）
。
　
滑
却
の
方
法
と
形
式
と
は
．
次
の
二
号
揚
合
に
は
翁
ひ
得
な
い
事



と
な
る
。
第
一
は
債
務
著
と
享
盆
椹
所
有
者
と
の
間
に
消
却
の
方
法
と
形
式
と
に
つ
き
合
意
の
成
立
し
た
る
場
合
。
第
二
は
第
四
十
四
條
の
総
會

の
男
子
決
議
の
公
告
六
ケ
月
の
期
閲
を
纏
過
し
た
場
合
。
此
の
場
合
は
享
盆
堰
所
有
者
は
清
聴
決
議
に
封
ず
る
異
議
よ
り
除
外
せ
ら
る
蕊
が
故
で

あ
る
（
ω
．
ひ
O
）
o

　
韓
換
享
釜
誰
券
及
増
額
評
債
云
云
誰
雰
は
一
般
の
塩
釜
下
意
と
異
な
り
猫
逸
に
於
け
る
イ
ン
フ
ラ
チ
オ
ン
時
代
の
特
異
な
制
度
で

あ
る
が
、
最
近
我
國
に
於
て
も
此
の
種
の
事
情
が
憂
慮
せ
ら
る
玉
に
至
り
、
斯
る
規
定
が
將
來
に
恕
し
て
持
つ
法
律
的
再
三
は
看
過

し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
二
）
享
釜
株
式
（
Q
・
昌
湯
ω
跳
什
凶
¢
）

　
享
釜
株
式
は
廣
義
の
享
釜
謹
書
と
し
て
存
在
し
、
浩
却
さ
れ
る
株
式
の
代
り
に
企
行
せ
ら
る
玉
享
釜
詮
券
で
あ
る
。
著
者
は
先
づ

會
肚
の
獲
行
ず
る
此
の
種
の
享
釜
謹
券
は
次
の
三
種
に
分
類
し
得
る
も
の
と
し
、
其
の
各
々
に
つ
き
實
例
を
揚
げ
て
直
明
し
て
み

る
（
ω
・
ひ
一
）
。

（
イ
）
先
づ
第
一
に
多
く
の
會
就
は
今
迄
述
べ
た
所
と
正
反
封
に
明
瞭
に
株
主
と
同
一
椹
利
を
承
認
す
る
か
、
或
は
株
主
単
二
へ
の

　
　
出
席
権
及
同
等
む
議
決
椹
を
與
え
る
。

（
ロ
）
他
の
會
枇
は
一
般
の
享
釜
謹
券
の
場
合
と
同
様
明
示
的
に
株
主
の
諸
椹
利
株
に
議
決
椹
（
o
。
織
量
ヨ
器
。
穿
）
を
與
え
な
い
旨
を

定
め
て
み
る
。

（
ハ
）
更
に
他
の
若
干
の
倉
就
の
定
歎
に
は
、
類
意
讃
券
所
持
人
を
株
主
と
見
る
か
又
に
債
椹
者
と
見
る
か
に
就
て
、
詳
細
に
示
さ

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
。
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
，
獅
算
法
に
於
け
る
享
盆
諦
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
雀
第
一
號
　
ご
三
九
）
　
一
三



ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
濁
逸
法
に
於
け
る
享
盆
誰
雰
」
　
（
寺
澤
じ

（
第
四
巷
第
一
號
二
四
〇
）
　
一
四

れ
て
る
な
い
。

　
　
元
詰
如
何
な
る
理
由
に
依
り
是
等
の
會
肚
が
そ
の
株
式
を
清
解
し
て
代
り
に
享
釜
株
式
を
獲
行
ず
る
か
絢
。
此
の
問
題
は
交
通
企
業
に
於
け
る
特

　
　
許
主
義
と
密
接
な
關
係
あ
り
。
交
通
企
業
の
特
許
は
其
の
特
許
期
間
経
過
後
辞
書
設
備
が
無
償
で
並
家
、
　
（
填
太
利
に
於
て
）
叉
は
地
方
園
齢
、

　
（
濁
逸
に
於
け
る
輕
便
鐵
道
に
継
て
）
に
婦
属
す
る
と
規
定
す
る
も
の
あ
り
。
此
の
揚
合
特
許
期
間
の
悟
了
に
依
り
其
の
會
祇
は
突
然
費
本
の
大
部

　
分
を
喪
失
す
る
事
と
な
る
。
多
分
こ
れ
ら
の
結
果
は
準
備
金
を
積
立
て
る
事
に
依
っ
て
避
け
ら
れ
得
る
。
然
し
是
等
の
方
法
は
何
時
で
も
特
許
が

　
長
い
期
間
（
例
へ
ば
填
太
利
に
於
て
は
六
〇
i
九
〇
年
）
に
脅
す
る
導
管
に
は
進
ん
で
探
用
す
べ
き
償
値
が
な
い
。
蓋
し
瀬
峰
は
跳
の
揚
合
出
費
さ

　
　
れ
た
資
本
を
大
部
分
企
業
の
鴬
に
使
用
す
る
の
で
な
く
て
寧
ろ
よ
り
少
な
い
利
子
で
資
本
を
確
保
す
る
事
の
み
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で

　
　
あ
る
。
此
の
理
由
か
ら
害
意
は
特
許
期
間
綴
績
中
資
本
額
減
少
の
方
法
と
し
て
、
抽
籔
に
依
り
て
株
式
を
消
却
す
る
事
を
選
ん
だ
。
成
規
の
消
却

　
　
は
、
當
塾
し
た
株
式
所
持
人
を
完
全
に
會
肚
よ
り
除
き
、
其
れ
以
上
會
祇
の
利
釜
に
與
ら
し
め
な
い
効
力
を
有
す
る
。
從
っ
て
株
主
は
株
式
が
當

　
籔
に
依
り
消
減
し
、
會
肚
の
利
釜
に
滲
志
し
得
な
い
事
を
恐
れ
る
爲
に
、
其
の
會
肚
の
株
式
は
取
引
上
其
の
額
面
よ
り
高
く
流
通
し
な
い
。
斯
る

　
場
合
會
肚
は
霊
堂
株
式
を
清
聾
す
る
株
式
の
代
り
に
獲
行
ず
る
様
に
誘
致
せ
ら
れ
る
。
其
れ
に
よ
り
當
籔
株
式
所
持
人
も
享
釜
株
式
班
持
人
と
し

　
　
て
會
肚
の
利
盆
と
残
飴
財
産
分
配
に
輿
か
り
得
る
事
と
な
っ
た
（
ω
●
ひ
↑
）
。

　
　
⑥
　
ク
レ
ム
ペ
レ
ル
は
六
盗
財
産
の
減
少
す
る
建
築
及
土
地
會
肚
に
於
て
も
同
様
の
糎
濟
盤
根
擦
が
存
在
す
る
も
の
と
な
す
（
ω
●
ひ
㎝
）
。

　
　
　
閑
δ
§
℃
o
器
び
U
δ
同
8
ぼ
庁
ず
o
Z
9
。
言
厭
鮎
①
憎
O
⑦
う
縄
ω
ω
ω
o
ゲ
。
冒
。
一
c
Q
g
c
Q
・
o
の
●
一
℃
●

　
此
の
享
釜
株
式
は
株
主
樫
を
化
盤
し
得
る
や
。

猫
商
法
二
二
七
條
に
依
れ
ば
株
式
の
消
却
は
個
々
の
肚
員
構
を
浩
滅
せ
し
む
る
事
に
は
疑
問
が
な
い
。
髭
面
が
出
資
の
返
還
で
あ

る
以
上
問
題
に
な
っ
て
み
る
享
釜
株
式
が
株
式
で
あ
る
と
は
言
ひ
得
な
い
。
享
釜
株
式
の
株
式
的
性
質
を
否
定
す
る
総
て
の
學
者
は



株
主
が
彼
の
出
資
を
返
還
さ
れ
る
と
言
ふ
事
よ
り
出
機
す
る
。
此
の
法
律
構
成
は
猫
商
】
七
八
條
に
從
っ
て
資
本
金
が
株
式
に
分
割

し
得
る
と
言
ふ
見
方
で
あ
る
。
株
式
會
肚
に
於
て
は
出
資
は
株
主
と
な
る
爲
に
も
、
叉
株
主
と
し
て
止
ま
る
爲
に
も
必
要
で
あ
る
。

株
式
會
肚
に
於
て
は
名
誉
株
主
は
存
在
せ
す
と
通
読
は
如
く
主
張
す
る
（
ω
．
ひ
ひ
ー
ミ
）
。
之
に
封
し
守
ω
8
謹
9
。
夢
は
享
釜
株
式
は
勝

負
棲
を
化
盤
し
得
る
も
の
と
し
、
此
の
肚
百
貫
は
創
造
的
で
は
決
し
て
な
く
て
寧
ろ
株
主
と
し
て
淺
っ
て
み
る
者
が
浩
却
さ
れ
た
以

前
の
株
主
に
上
し
て
群
言
の
定
款
に
依
り
再
び
授
号
す
る
肚
員
椹
で
あ
る
と
す
る
（
ω
●
ひ
。
。
）
。
叉
距
の
。
ゲ
霧
は
以
前
よ
り
存
饗
す
る

出
資
を
腰
巻
と
す
る
新
し
い
株
主
構
の
授
與
は
自
由
株
式
（
司
触
φ
一
群
犀
け
罰
0
）
の
創
造
に
外
な
ら
ぬ
と
な
す
（
6
。
・
＄
）
。
　
著
者
は
以
上
の

何
れ
と
も
異
な
り
、
幕
閣
な
る
語
は
鼓
で
は
猫
商
法
二
二
七
の
法
律
的
專
門
的
意
味
に
於
て
樽
な
く
経
濟
的
意
味
に
解
す
る
。
即
ち

株
式
倉
肚
は
勲
爵
椹
の
滅
失
で
は
な
く
創
立
資
本
の
消
却
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
其
れ
故
會
肚
は
経
濟
生
活
に
於
て
資
本
の
漸
次
的

浩
却
に
封
ず
る
表
現
方
法
と
し
て
世
上
用
ひ
ら
れ
て
る
る
「
消
却
」
な
る
表
現
を
用
ぴ
た
の
で
あ
る
（
の
・
8
）
と
す
る
⑦
。

　
享
釜
株
式
は
何
時
就
員
樺
を
化
回
す
る
か
。

　
定
款
に
於
て
享
釜
誰
券
所
持
人
に
明
か
に
株
主
と
同
一
の
諸
椹
利
を
認
め
た
場
合
は
株
主
椹
を
有
す
る
事
は
疑
ひ
な
い
。
そ
れ
は

議
決
構
の
み
が
暴
げ
ら
れ
た
場
合
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
定
款
に
株
主
と
同
一
の
諸
構
利
を
與
ふ
と
言
ふ
も
、
議
決
灌
を
與
ふ
と

言
ふ
も
、
株
式
の
當
離
し
た
株
主
が
術
會
砒
の
肚
員
と
し
て
存
撫
す
る
と
云
ふ
表
現
に
は
充
分
で
あ
る
。
定
款
に
規
定
な
き
時
は
推

定
に
依
る
。
實
際
の
消
却
に
嘗
て
推
定
が
不
能
な
ら
ば
定
款
の
規
定
を
倹
つ
外
は
な
い
。
術
明
か
に
定
款
が
享
釜
詮
雰
に
は
励
員
椹

な
し
、
叉
は
議
決
梅
な
し
と
規
定
す
る
時
は
、
通
常
の
消
却
方
法
に
依
の
て
爲
さ
れ
る
（
ロ
。
・
『
O
i
箆
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
凋
解
法
に
於
け
る
享
盆
誇
雰
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巷
第
一
號
　
二
四
一
）
　
一
五



　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
上
灘
法
に
於
け
る
享
盆
誰
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
四
二
）
　
一
六

⑦
　
か
や
う
に
一
定
の
飽
満
の
下
に
滑
却
さ
れ
る
株
式
の
代
り
に
爽
話
せ
ら
る
土
早
盆
誰
券
に
株
式
と
し
て
の
適
格
を
認
め
る
著
者
の
意
見
に
は

　
強
い
反
封
が
あ
る
。
O
o
冠
。
。
o
ず
ヨ
陥
凹
は
此
の
種
の
享
釜
誰
券
に
株
式
と
し
て
の
適
格
を
認
む
れ
ば
、
株
式
の
清
滝
あ
る
も
、
翻
然
啓
ハ
本
は
減
少

　
す
る
事
な
一
、
不
墾
に
残
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
何
が
故
に
特
に
溝
却
が
爲
さ
る
エ
か
理
解
に
苦
し
む
と
す
る
。

　
国
・
Q
o
崔
ω
o
げ
ヨ
賦
齢
噂
N
o
け
霞
巴
び
宣
穽
h
口
『
＝
麟
。
昌
血
巴
ω
門
o
o
げ
け
一
9
ω
一
。
G
Q
●
N
一
U
・

四

　
享
釜
謹
券
は
貸
借
心
理
表
上
の
取
扱
に
於
て
借
方
に
示
す
べ
き
か
叉
は
全
く
示
さ
穿
る
か
は
問
題
で
あ
る
。

　
些
些
株
式
が
現
實
の
株
式
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
必
ず
資
本
の
一
部
と
し
て
表
現
さ
れ
猫
商
法
二
六
一
條
に
依
り
て
借
方
に
示
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
其
に
劃
し
て
本
章
の
享
釜
誰
券
は
利
盆
及
淺
舩
財
産
叉
は
軍
に
會
肚
財
産
に
關
與
し
得
る
請
求
樺
を
化
降
せ
る

も
の
で
あ
っ
て
貸
借
封
照
上
上
債
務
と
は
な
ら
な
い
。
從
っ
て
叉
適
業
報
告
書
及
財
産
目
録
に
も
債
務
と
し
て
示
さ
れ
な
い
。
そ
の

請
求
権
は
利
釜
其
他
の
事
項
が
決
定
さ
れ
な
い
以
上
、
會
肚
の
債
務
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
著
者
に
依
れ
ば
會
就

は
享
些
些
雰
の
手
許
些
些
及
総
額
を
適
當
な
方
法
で
、
　
（
例
へ
ぱ
賎
業
報
告
書
叉
は
貸
借
劃
照
表
の
最
後
に
示
し
て
）
表
示
す
る
義

務
が
あ
る
。
此
の
義
務
を
怠
る
時
は
猫
商
法
三
一
四
條
に
依
り
取
締
役
、
監
査
役
叉
は
清
算
人
に
罰
則
が
適
用
せ
ら
れ
る
。
享
釜
締

雪
が
會
肚
利
釜
及
残
塁
財
産
堅
餅
請
求
樺
以
外
に
且
つ
猫
曝
し
て
満
足
せ
ら
る
甘
き
利
釜
及
残
罪
財
産
關
與
講
求
権
を
設
券
化
し
て

み
る
と
す
れ
ば
會
就
の
眞
の
債
務
で
あ
る
。
是
等
の
債
務
は
貸
借
保
母
表
の
借
方
に
記
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
一
例
と
し
て
早

昼
享
釜
朝
里
を
學
げ
る
事
が
出
塁
る
。
此
の
墨
取
は
軍
に
誰
券
所
持
人
叉
は
會
肚
が
解
約
の
申
込
を
即
す
事
に
依
り
額
面
額
に
於
け



る
確
定
支
彿
請
求
椹
を
獲
得
す
る
。
享
釜
誰
券
所
持
人
は
解
約
の
申
込
に
依
砂
、
．
通
常
、
會
重
利
釜
座
淺
籐
財
産
に
就
て
會
肚
に
封

し
て
筆
立
し
た
細
身
法
的
追
求
樺
を
持
つ
。
此
の
場
合
細
面
誰
何
は
額
面
額
に
総
て
貸
借
封
照
表
の
借
方
に
示
さ
れ
る
。
他
方
に
於

て
會
就
の
み
が
解
約
講
求
灌
或
は
償
却
椹
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
増
額
評
便
享
擬
戦
券
の
内
容
た
る
粗
描
椹
に
就
て
お
こ

る
。
此
の
場
合
に
は
先
づ
金
事
が
是
等
の
幅
利
を
行
使
し
た
る
時
よ
り
貸
借
封
照
表
の
借
方
に
債
務
と
し
て
示
さ
る
早
き
で
あ
る
。

（
Q
o
9
械
ω
ー
ー
吋
ひ
）
と
す
る
。
著
者
の
是
等
の
見
解
に
封
し
て
は
反
響
訟
あ
り
⑧
。
樹
以
上
の
鐵
に
居
て
は
螢
業
報
告
書
に
依
り
て
取
締
役

が
其
の
内
容
と
し
て
報
告
す
べ
き
旨
が
新
し
く
規
定
せ
ら
れ
た
②
。

　
　
紛
　
団
．
Q
o
達
ω
o
げ
臥
α
帥
ロ
・
9
0
・
0
9
ω
・
鯉
㎝
．

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堕

　
　
働
　
著
者
の
出
版
と
同
年
に
歩
出
せ
ら
れ
た
大
統
領
の
緊
急
命
令
に
依
る
會
社
法
の
改
正
　
（
＜
0
3
a
昌
百
口
σ
q
儀
。
ω
国
鼠
。
酎
ω
℃
吋
静
茂
⑦
馨
8
9
ぴ
2

　
　
》
閃
鉱
。
昌
「
o
o
ず
計
切
櫛
昌
犀
。
昌
皿
＝
h
。
。
瞬
。
ぼ
口
昌
四
二
ぴ
。
厭
⑦
言
。
ω
8
⊆
o
冨
§
昌
。
ω
鼠
。
（
男
Q
八
一
じ
。
一
」
o
◎
・
心
り
Q
一
）
に
依
っ
て
瞥
業
報
告
書
に
賞
誉
年
度
の
纏

　
　
過
中
に
鼻
糞
せ
ら
れ
た
享
釜
粛
々
が
明
示
さ
る
工
事
と
な
っ
た
。
痛
心
菊
O
。
。
O
温
血
O
匡
ひ
U
器
昌
O
琴
傷
O
暮
ω
O
甥
O
＞
謀
冷
謹
O
O
ぽ
・
お
ω
N
・

　
　
ω
●
一
ω
ひ
搬
7
昭
…
o

　
著
者
は
享
釜
殖
券
が
税
法
上
課
税
樺
の
封
象
と
し
て
如
何
に
取
扱
は
る
る
か
に
就
て
次
に
述
べ
る
。
先
づ
享
釜
讃
舞
の
税
法
上
に

於
け
る
分
類
よ
り
読
き
（
の
・
c
。
一
）
次
に
内
虚
位
物
的
會
肚
（
悶
9
。
冨
9
。
蒔
・
。
。
①
濠
9
9
。
晦
け
）
に
依
り
て
獲
行
せ
ら
る
曳
も
の
に
の
み
課
せ
ら

る
玉
會
枇
税
、
（
（
甲
0
ω
〇
一
一
〇
〇
〇
げ
粒
h
け
o
D
け
¢
9
⑦
噌
）
（
ω
・
・
。
一
一
・
。
心
）
外
國
會
枇
に
依
り
て
画
帖
せ
ら
る
玉
も
の
に
課
せ
ら
る
瓦
有
償
三
舞
税
（
ω
・
c
。
心
）

内
側
的
の
も
の
も
外
國
的
の
も
の
と
町
様
に
、
取
引
所
の
取
引
に
依
り
取
得
せ
ら
る
玉
限
り
課
せ
ら
る
玉
、
取
引
所
取
引
税
（
ω
・
c
o
U
）

享
盆
誰
券
よ
り
所
得
を
得
る
に
起
り
て
課
せ
ら
る
瓦
所
得
税
、
（
の
●
c
◎
ひ
一
。
。
℃
）
肚
團
魚
倉
團
の
所
得
に
射
し
て
課
せ
ら
る
玉
潜
入
税
、

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
●
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
稠
逸
法
に
於
け
る
享
盆
八
橋
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
「
四
聖
第
一
號
　
二
四
三
）
　
一
七



　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
猫
逸
法
に
於
け
る
享
盆
諮
雰
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
谷
第
一
號
　
二
四
四
）
　
一
八

〈
囚
α
ぞ
2
。
・
畠
鑑
什
ω
ω
紳
2
。
『
）
（
ω
・
c
。
℃
1
認
）
に
就
て
解
訟
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五

「
株
式
會
肚
及
株
式
合
資
會
鷲
に
均
す
る
法
律
」
O
・
。
。
⑦
欝
轡
9
＞
匪
窪
α
q
。
。
。
・
一
一
8
冨
凶
8
昌
玉
繭
国
§
目
醇
魯
。
Q
＄
亀
。
。
9
聾
9
嚢
・
蔑

》
医
窪
の
政
府
草
案
は
既
に
存
在
す
る
。
之
が
作
製
に
當
っ
て
は

　
①
　
享
釜
誰
券
の
明
示
的
法
律
規
定
を
臆
す
博
き
か
或
は
從
來
同
様
其
の
磯
行
は
馬
鐸
の
慣
行
に
任
す
可
き
か
。

　
②
右
の
問
題
が
或
は
否
定
さ
れ
た
場
合
、
溝
却
株
式
の
代
り
に
機
行
せ
ら
る
玉
享
釜
諮
券
に
つ
き
特
別
規
定
を
幽
く
早
き
か
。

　
③
　
少
く
と
も
猫
逸
法
曹
會
（
d
¢
臼
の
畠
。
b
｝
鼠
。
。
8
三
・
。
o
Q
）
の
商
法
改
正
審
査
委
員
の
提
議
に
從
ふ
温
き
か
。

に
曾
て
、
問
題
の
研
究
が
行
は
れ
た
（
9
8
）
。
こ
れ
よ
り
先
猫
逸
法
曹
會
委
員
は
享
心
後
券
の
概
念
の
定
義
も
叉
從
來
の
権
利
の
法

律
的
規
定
を
も
必
要
と
せ
す
、
其
の
褒
行
は
株
主
総
會
の
議
決
に
依
ら
し
む
る
事
と
し
、
術
共
の
決
議
方
法
は
塘
資
決
議
と
同
様
決

議
の
際
に
代
表
す
べ
き
資
本
の
四
分
の
三
の
多
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
も
の
と
の
提
議
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
猫
耳
銀
行
及

銀
行
家
中
央
團
髄
」
　
「
猫
逸
工
業
全
國
聯
合
會
」
　
「
猫
逸
監
査
設
團
鯉
」
は
①
働
の
問
題
を
否
決
し
た
（
ω
。
翠
）
。
③
に
樹
す
る
質
問

は
一
般
に
肯
定
せ
ら
れ
た
。
切
Φ
注
⇔
2
口
騎
。
コ
q
畠
お
紆
ぎ
。
母
。
は
實
際
可
及
的
制
限
の
目
的
を
以
て
、
明
示
的
一
般
法
規
を
制
定
す

べ
し
と
回
答
し
た
。
結
局
、
草
案
は
利
盆
分
配
付
債
雰
、
享
釜
讃
雰
、
享
釜
株
式
を
特
別
に
規
定
す
る
事
を
止
め
た
。
從
っ
て
享
釜

誰
券
の
形
成
は
今
は
さ
し
あ
た
り
事
務
に
任
せ
ら
れ
て
み
る
。
享
釜
謹
舞
の
特
質
は
此
の
讃
券
を
任
意
に
形
成
し
て
其
の
時
々
の
需

要
に
適
合
せ
し
む
る
事
が
無
制
限
に
可
能
で
あ
る
鮎
に
存
す
る
。
然
し
叉
特
別
の
保
護
手
段
が
株
主
の
爲
に
必
要
で
あ
る
の
は
否
定



さ
れ
得
な
い
。
現
今
の
法
律
状
態
に
依
れ
ば
株
主
を
享
盆
誰
券
の
嚢
行
に
依
り
て
實
際
的
に
利
釜
の
参
加
か
ら
除
外
す
る
事
さ
え
許

さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
更
に
吊
釜
謎
券
所
持
人
に
聾
し
資
本
減
少
叉
は
薪
た
な
る
享
潮
紅
雰
の
獲
行
の
場
合
の
保
護
の
問
題
も
考
慮
す

る
贋
値
が
あ
る
。
術
享
釜
誰
券
は
其
の
形
成
が
金
壷
に
任
せ
ら
れ
て
み
る
事
よ
り
し
て
確
か
に
必
要
な
概
念
的
明
確
さ
に
疑
問
を
生

ぜ
し
め
て
み
る
と
言
ひ
得
ら
る
蕊
。
先
づ
享
釜
株
式
が
株
式
と
肚
債
と
の
中
間
形
態
で
あ
る
と
言
ふ
事
が
問
題
に
な
る
、
著
者
に
依

れ
ば
享
釜
株
式
は
所
謂
株
式
と
出
癖
と
の
申
聞
形
態
で
な
く
し
て
其
の
財
産
椹
が
憂
形
さ
れ
た
通
常
の
株
式
で
あ
る
。
享
釜
株
式
に

於
て
は
法
律
的
観
念
と
し
て
は
株
式
と
肚
債
と
の
中
聞
形
態
が
存
在
し
な
い
の
で
中
事
形
態
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
適
當
で
な
い
。

畢
寛
享
釜
誰
券
は
債
橿
者
灌
利
を
化
溢
す
る
叉
は
例
外
的
に
株
式
で
あ
る
（
ω
．
醤
）
と
す
る
。

　
最
後
に
草
案
が
議
決
椹
な
き
叉
は
制
限
さ
れ
た
議
決
椹
を
持
つ
優
先
株
（
＜
o
詩
轟
ω
聾
臨
。
）
に
就
き
規
定
し
た
る
を
以
て
享
釜
旧

風
に
つ
き
是
等
の
規
定
を
準
用
す
る
か
或
は
此
の
種
優
先
株
を
享
軍
器
券
の
一
種
と
し
て
論
ず
べ
し
と
の
主
張
、
⑳
あ
る
に
樹
し
て

著
者
は
空
者
は
類
似
の
特
質
を
有
る
も
、
尚
、
法
律
的
に
は
本
質
的
に
直
別
せ
ら
る
可
き
も
の
な
る
を
指
摘
し
て
み
る
（
ω
・
ミ
）
。

　
　
⑦
b
5
8
儀
ヨ
9
。
β
昌
は
此
の
種
の
優
先
株
は
多
分
雲
上
違
警
の
名
の
下
に
其
の
一
種
と
し
て
匿
別
さ
る
べ
き
電
の
、
※
と
な
し
匂
．
タ
O
宕
時
。

　
　
α

　
　
　
も
優
先
秣
は
享
盆
誰
雰
と
は
株
主
叉
は
代
理
人
が
総
桜
に
於
て
議
決
擢
あ
る
貼
に
猛
て
厚
別
さ
わ
得
る
と
す
る
。
譲
り
て
こ
れ
な
き
も
の
は
享

　
　
釜
詮
券
と
何
等
異
な
ら
な
い
と
な
し
て
み
る
※
※
。
．
之
に
姦
し
著
者
は
一
般
の
出
門
誰
券
と
此
の
種
［
の
優
先
株
式
と
の
制
度
の
特
色
あ
る

　
　
止
別
は
第
一
に
爾
謹
舞
の
内
容
が
一
方
は
容
量
で
あ
り
他
方
は
株
主
纏
で
あ
る
黙
に
存
す
る
。
制
限
さ
れ
た
議
決
灌
を
持
ち
叉
は
持
た
な
い
優

　
　
先
株
は
（
醐
商
二
五
こ
條
に
於
て
株
式
の
最
弱
重
大
な
墓
礎
を
な
し
て
み
る
総
て
の
株
式
は
議
決
灌
を
許
す
と
言
ふ
今
迄
の
法
律
組
織
の
根
本

　
　
原
曲
を
破
壊
す
る
け
れ
ど
も
）
、
術
株
主
禮
を
讃
舞
化
し
享
盆
南
帯
は
原
則
と
し
て
債
擢
を
謹
券
化
す
。
こ
れ
よ
り
着
て
の
法
律
的
結
論
が
自
ら

　
　
　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
猫
逸
法
に
於
け
る
三
盆
入
唐
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
四
五
）
　
一
九



　
　
　
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
「
濁
逸
法
に
於
け
る
享
盆
誰
券
」
　
（
寺
澤
）
　
　
（
第
四
審
第
一
號
　
二
四
六
）
　
二
〇

生
ず
。
即
ち
議
決
樫
な
き
優
先
株
も
會
麿
法
の
規
定
に
從
ひ
、
享
盆
薄
舞
は
債
如
法
の
規
定
に
從
ふ
事
で
あ
る
。
第
二
に
此
の
種
の
優
先
株
に
の

み
適
用
あ
り
て
享
釜
諦
舞
に
準
用
な
き
規
定
を
學
げ
て
る
る
（
ω
。
℃
M
一
℃
c
Q
’
）
。
※
切
目
。
昏
β
陶
昌
P
N
似
8
0
ぴ
臥
h
叶
暁
ロ
『
飢
器
㎝
q
窃
櫛
昌
。
出
餌
ヨ
鉱
魚
。
。
1

∬
昌
α
囚
。
謬
犀
ρ
屋
器
。
炉
鉾
お
D
ω
●
　
の
．
α
ω
｛
※
楽
S
〈
・
Ω
幽
g
犀
ρ
国
帥
コ
店
。
囮
の
樫
8
ぼ
⊆
σ
侮
ω
o
ぼ
臣
皆
静
湾
o
o
急
診
6
ω
ω
．
の
●
』
O
俳

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
株
式
の
祉
債
化
、
就
債
の
株
式
化
－
前
者
の
例
と
し
て
は
議
決
椹
株
金
債
類
似
の
優
先
株
が
あ
り
、
後
著
の
例
と
し
て
は
韓
換

旋
債
（
O
O
坐
ぐ
Φ
門
口
ぴ
一
①
　
ぴ
O
β
儀
o
o
）
利
釜
配
豊
里
肚
債
　
（
中
。
穿
移
易
易
σ
q
ぴ
。
民
。
。
）
　
等
が
あ
る
一
は
経
堂
實
生
活
の
要
求
を
反
映
す

る
鮎
に
鞭
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
更
に
叉
是
等
の
中
墨
形
態
た
る
享
釜
謹
選
の
出
現
は
是
等
を
以
て
し
て
は
満
さ
れ
な
い
要

求
分
存
在
す
る
事
を
示
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
法
律
的
に
も
経
濟
的
に
も
更
に
困
難
な
る
問
題
を
提
起
す
る
。
近
時
就
債
及
株
式
に

つ
き
法
規
を
有
す
る
欧
洲
各
國
に
於
て
も
享
事
跡
券
の
規
定
を
設
け
、
叉
は
設
け
ん
と
し
つ
玉
あ
る
の
現
歌
は
、
之
に
就
て
の
経
濟

耐
會
の
要
求
が
如
何
に
強
き
か
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
考
え
ら
る
玉
。
從
っ
て
我
國
の
如
き
墨
壷
制
度
に
聾
す
る
法
規
の
焚
蓮
し
て

み
な
い
國
に
暑
し
て
、
實
現
の
可
能
性
の
多
い
一
指
標
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
以
上
に
於
て
私
が
略
々
紹
介
し
た
著
者
の
享
釜
澄

雰
に
就
て
の
見
解
の
内
最
も
特
異
と
思
惟
せ
ら
る
製
の
は
痛
心
謹
券
の
理
論
構
成
に
當
り
、
其
れ
を
債
椹
的
讃
券
と
株
式
的
讃
雰
と

に
二
分
し
、
前
者
を
全
く
債
椹
法
理
論
に
依
り
後
者
を
株
式
理
論
に
依
り
論
明
し
た
事
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
一
定
の
前
提
の
下
に
紅

軍
さ
れ
る
株
式
の
代
り
に
嚢
行
せ
ら
る
瓦
享
釜
謎
券
に
株
式
と
し
て
の
資
格
を
與
え
る
事
に
は
反
謝
も
多
い
。
此
の
黙
の
解
決
は
享

釜
詮
雰
理
論
の
將
來
に
淺
さ
れ
た
大
き
な
問
題
で
あ
ら
う
。


